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まちづくり推進部まちづくり事業課 

 

大和町地区防災まちづくりの進捗状況について 

 

１ 主な経緯等 

大和町地区は、東京都により「不燃化特区」に指定され、防災まちづくりによる地区の不

燃化等を推進しているところである。大和町中央通り（補助２２７号線）に関しては、東京都

施行の道路拡幅整備により延焼遮断帯等の形成に向けた事業が着実に進められており、

用地取得率としては約９割に達している。 

また区では、地域の方々の意向を踏まえた「大和町防災まちづくり計画」（平成３０年度）

を定め、地区のまちづくりの基本的ルールとともに、避難道路ネットワーク１６本を位置づけ

ている。そのうち、防災上特に重要となる避難道路１号及び２号を優先整備路線に指定し、

令和２年度より区施行による道路用地買収による拡幅整備を積極的に進めている。 

今後さらに、大和町地区全体の防災まちづくりを進めるにあたっては、優先整備路線以

外の避難道路（３号～１６号）において、効果的・集中的な整備推進及び地域の防災性を確

保しつつ、地元負担の軽減を考慮した整備を含め、地区全体への地区計画の導入に向けた

検討を進めているところである。 

今般は、本地区の防災まちづくりの進捗状況とともに、まちづくりの進め方について報告

を行う。 

 

２ まちづくりの進捗状況（令和６年７月現在） 

・令和５年度末の不燃領域率（約５２．５％）※平成２６年度不燃化特区導入時（約４２．７％） 

・目標 令和７年度末までに不燃領域率約６０．６％ 

・優先整備路線用地取得率（令和５年度末） 約１７％（２３画地取得／１３５画地） 

 

３ 大和町地区防災まちづくりの検討及び進め方について 

（１）避難道路整備の考え方【別紙参照】 

・避難道路ネットワークについて、「消防活動困難区域（※）の解消、避難所（学校等）

への避難に必要となる道路」と、「円滑な避難経路として必要となる避難道路」とし

て、それぞれ道路の位置づけに応じた幅員及び整備手法とする。 

 （※）幅員６ｍ以上の道路から直線距離で１４０ｍ以遠の区域 



（２）地区計画による規制誘導の考え方 

・防災まちづくりを進める区内他地区と同様の地区整備計画を定める。 

（建築敷地面積の最低限度、隣地境界線から建築物の外壁等距離の確保、商業

系地域での建築物の用途の制限、垣又は柵の構造制限等） 

・避難道路ネットワークについて地区施設道路として位置づけ、幅員及び沿道の壁面 

後退等の検討を進める。 

 

４ 地元意向等の把握 

拡幅が伴う（建替連動型）避難道路３号及び４号の沿道権利者（約３００件）へのアンケー

ト調査及び意見交換会により、避難道路整備及び地区計画の考え方に対する意向把握を

行う。 

アンケート調査は本年９月～１０月に実施し、意見交換会については１１月～１２月の開催

を予定している。実施にあたっては、事前に大和町まちづくりの会及び地元各町会・自治会

等への情報提供を行う。 

 

５ 今後の予定 

令和６年度  避難道路整備及び地区計画による規制誘導の考え方について整理、 

大和町まちづくりの会への情報提供 

避難道路３号及び４号沿道権利者へのアンケート調査及び意見交換会 

の実施 

令和７年度   地区計画等の素案の検討（大和町地区全体） 

 地区計画等の都市計画変更に係る手続き 

令和８年度   地区計画等決定（予定） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別紙 

 

大和町防災まちづくり 避難道路ネットワーク図 

避難道路４号線 

避難道路３号線 


